
 

 

令和６年 ５月１０日  

 

報道各社 御中 

 

川南町  

 

所得税の源泉徴収漏れ等について 

 

川南町が委託料等の支払をする際、支払相手方が個人事業主である場合、内容に応じて所

得税を源泉徴収して税務署に納付する必要がありますが、委託料の一部で源泉徴収を行って

いない等の事案が判明しましたので、公表します。 

このような事態を招いたことを深く反省し、今後は、このような事態が発生しないよう、

防止策を講じた上で、適正事務の確保を徹底し、信頼回復に努力してまいります。 

 

１ 事案の経緯 

令和５年９月４日から９月８日にかけて、宮崎税務署により、当町の所得税の源泉徴収

等が適正に行われているか調査が実施され、複数の会計事務において所得税の源泉徴収漏

れの指摘を受け、その後、全庁一斉調査を行いました。 

 

２ 全庁調査の結果について 

  調査の結果、次の事案に対して、適切な源泉徴収が行われていなかったことが判明しま

した。 

（１）  所得税法第２０４条第１項各号に規定する所得税の源泉徴収漏れ 

ア 個人事業主に対して支払った委託料 

イ 講師に支払った旅費 

報酬は適切に処理していたが、旅費の源泉徴収を行っていなかった。 

 

（２）  所得税法第１９０条に関する誤り 

     職員が年末調整の際、住宅借入金等特別控除の対象外である手数料等を引かずに

申請したため、過小徴収となっていた。 

 

（３）  該当する期間及び内容  令和元年５月から令和５年８月まで 

内 容 件 数 金 額 

委託料の源泉徴収漏れ ４６件 ２，１８０，９３４円 

講師旅費の源泉徴収漏れ １件 ５，０５５円 

住宅借入金等特別控除誤りによる過小徴収 ２件 ３，４００円 
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３ 町長コメント 

本町の不適切な事務処理が発生したことについて、深くお詫びを申し上げます。 

本町職員が公務員として何をなすべきなのか、町民の目線に立って自分の業務をしっか

りと認識をした上で執行していくことが重要であることを肝に銘じ、今後取り組んでいき

ます。 

 

この報道発表に関するお問合せは下記まで 

川南町 会計課 

TEL：0983-27-8014／FAX：0983-27-5879 

電子メール：kaikei@town.kawaminami.miyazaki.jp 
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